
各務原市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱 

（平成２５年１２月２日決裁） 

（趣旨） 

第１条 地域産業の発展のため、株式会社日本政策金融公庫（以下「公庫」という。）

又は公庫の受託金融機関（以下「融資機関」という。）から農業経営基盤強化資金

を借り入れた認定農業者の借入金利負担の一部を助成し、もって農業者の計画的な

経営発展及び効率的かつ安定的な農業経営の支援を図るため、農業経営基盤強化資

金利子助成金（以下「助成金」という。）を利子助成対象者に予算の範囲内におい

て交付するものとし、その交付に関し、各務原市補助金交付規則（昭和３８年規則

第３４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「利子助成対象者」とは、この要綱又は岐阜県農業経営基

盤強化資金利子助成補助金交付要綱（平成２５年３月２１日農経第１２４６号）の

規定による廃止前の岐阜県農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱（平成１８年

４月１日農振第６３号）（以下「交付要綱等」という。）により、利子助成につい

て市長の決定又は知事の承諾を受けた者をいう。 

（利子助成額等） 

第３条 助成金の額は、利子助成対象者ごとに、交付要綱等により市長が決定し、又

は知事が承諾した利子助成率により算出した額の合計額とする。 

２ 利子助成の期間は、利子助成対象者ごとに、交付要綱等又は岐阜県農業経営基盤

強化資金利子助成補助金交付要綱により市長が決定し、又は知事が承諾した期間と

する。 

（助成金の交付申請） 

第４条 利子助成対象者から助成金の交付請求等に関する委任を受けた融資機関（以

下「受任融資機関」という。）は、利子助成金交付申請書（様式第１号）に利子助

成金明細書（様式第２号）を添えて、毎年度１月２０日までに市長に提出するもの

とする。 

（利子助成金の交付対象利子） 

第５条 助成金の対象となる利子は、前条の規定による提出をした日の属する年の前

年の１月１日から１２月３１日までの間に利子助成対象者が支払をする義務が確定



した利子とする。 

（利子助成金の交付の決定） 

第６条 市長は、第４条の交付申請書を受理したときは、内容を審査し助成金を交付

すべきものと認めた場合は、助成金の交付の決定を行い、速やかに利子助成金交付

決定通知書（様式第３号）により受任融資機関に通知するものとする。 

（利子助成金の交付） 

第７条 受任融資機関は、前条の交付の決定の通知を受けたときは、速やかに利子助

成金交付請求書（様式第４号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに助成金を受任融資機関に

支払うものとし、受任融資機関は、当該利子助成対象者に支払うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、公庫から借り入れた利子助成対象者に係る助成金の支

払については、利子助成対象者に当該助成金を支払うものとする。 

（利子助成条件の変更等） 

第８条 受任融資機関は、市長が決定した利子助成の条件について変更しようとする

ときは、利子助成条件変更申請書（様式第５号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の変更の内容を審査し適当と認めた場合は、利子助成条件変更承諾

書（様式第６号）により受任融資機関に通知するものとする。 

３ 受任融資機関は、利子助成対象者の人格の変更を伴わない名称若しくは住所の変

更又は利子助成対象者である法人の代表者の変更があった場合は、速やかに利子助

成条件変更報告書（様式第７号）に変更を証明する書類を添えて、市長に提出する

ものとする。 

（手続の省略） 

第９条 規則第１９条の規定により、規則第１１条の規定による補助事業の実施報告

及び規則第１３条の規定による補助金の額の確定は、省略するものとする。 

（利子助成金の交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、利子助成対象者又は受任融資機関が、助成金を他の用途に使用し

たとき又は助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反

したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（利子助成金の返還） 

第１１条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分

に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるもの



とする。 

（報告の徴収等） 

第１２条 受任融資機関及び利子助成対象者は、市長が助成金に係る資金の融資等に

関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する書類等を調査させる

ことを必要とした場合は、これに協力しなければならない。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、決裁の日から施行する。 



様式第１号（第４条関係） 

                                                              年    月    日 

（宛先） 

   各務原市長 

                                     （融資機関） 

                                         住   所 

                                         名   称 

                     代表者職氏名            印 

利子助成金交付申請書 

  平成 年度農業経営基盤強化資金に係る利子助成金      円を交付されるよう、

各務原市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第４条の規定により、利子助成金明細

書を添えて申請します。 



様式第２号（第４条関係）

利子助成金明細書

（単位：円、％）

残高（Ａ）
利率
（Ｂ）

利息計算期間（Ｃ） 償還利息(Ｄ)
市町村
（Ｅ）

県
（Ｆ）

市町村（Ｇ）
A×E×C/12(365)

県（Ｈ）
A×F×C/12(365)

計
(Ｇ)＋(Ｈ)

年　月　日～

　  年　月　日

　（　　）ヶ月間

又は

　（　　）日間

備考

　１　利息計算単位期間は月数とし、それに満たない場合には日数で計算する。

　２　繰上償還があった場合は、備考欄にその償還年月日及び金額を記入する。

　３　利子助成額の算出にあたっては、１円未満は切り捨てる。

　４　利率及び償還利息は、農林水産長期金融協会からの助成を差し引いたものを記入する。

備　　考
利子助成率 利子助成額

借入
年度

借入者名 借入金額
償　　還　　内　　容



様式第３号（第６条関係） 

                            各務原市指令 第  号 

                               年  月  日 

 （融資機関）      

              様              

                                                  各務原市長        印 

利子助成金交付決定通知書 

     年    月    日付けで申請のあった農業経営基盤強化資金利子助成金の交付について

は、各務原市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第６条の規定により、次のとおり交

付することに決定し交付額を確定したので通知します。 

記 

交 付 決 定 及 び 確 定 額         円 

交 付 決 定 の 内 容  

交 付 の 条 件 



様式第４号（第７条関係）   

                                  年    月    日 

（宛先） 

各務原市長 

                                 （融資機関） 

                   住    所 

                                     名    称 

                                     代表者職氏名                         印 

利子助成金交付請求書 

       年    月    日付け各務原市指令  第      号により交付決定を受けた農業経営

基盤強化資金利子助成金については、各務原市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第

７条の規定により、下記のとおり請求します。 

記 

利子助成金請求額        金              円 



様式第５号（第８条関係）

（宛先）

各務原市長　

　 （融資機関）

　 住　　　　所 　

　 名　　　　称 　

　 代表者職氏名 　 　 印

　 記

変更項目

変更理由

変更前

変更後

変更起算日

当該変更を証明する書類を添付すること。注

変更内容

備　　考

　年　　月　　日

貸付決定
番号

借入者名

借入金額

利子助成条件変更申請書

　各務原市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第８条第１項の規
定により、　年   月   日付け各務原市指令　　第    号で承諾のあり
ました条件の変更について、下記のとおり申請します。

円



様式第６号（第８条関係）   

                                 第    号 

                                                              年    月    日 

  （融資機関） 

                      様 

                                             各務原市長             印 

利子助成条件変更承諾書

   年    月    日付けで申請のありました利子助成条件変更については、各務原市農業

経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第８条第２項の規定により下記のとおり承諾します。 

記 

  １．貸付決定番号 

  ２．利子助成条件変更内容 

  ３．その他 



様式第７号（第８条関係）

（宛先）

各務原市長　

　 （融資機関）

　 住　　　　所 　

　 名　　　　称 　 　

代表者職氏名 印

　 　 記

変更項目 　 名  称

変 更 前

変 更 後

備考

１ 名称又は住所の該当がある方に○を付ける。

２

　年　　月　　日

  利子助成対象者に変更がありましたので、各務原市農業経営基盤強化資金利子
助成金交付要綱第８条第３項の規定により、下記のとおり報告します。

利子助成条件変更報告書

貸付決定
番号

名称の変更は、当該利子助成者の人格の変更を伴わないもので、氏名の改名、
法人名又は代表者の変更をいう。

借入者名

借入金額

変更内容

円

住　　所


